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１．償却資産申告書（償却資産課税台帳）の書き方 

 

 

 

 

 

  

住所、電話番号、氏名

を記入してください。 

この申告に応答する者の係及

び氏名、税理士の氏名を記入

してください。 

個人事業主の場合は個人番号 (１２桁)、

法人の場合は法人番号(１３桁)を記入して

ください。 

前年中の資産の状況について取得価額を記入してください。 

前年前に取得したもの･･･前年前までに申告された資産の合計 

前年中に減少したもの･･･前年中に減少した資産の取得価額 

（減少資産明細書の減少分合計と一致します） 

前年中に取得したもの･･･前年中に取得した資産及び前年前に申告もれに 

なっていた資産の取得価額 

（増加資産明細書の増加分合計と一致します） 

津山市内の償却資産の

所在地を全て記入して

ください。 

借用資産（リース資産）の有無について該当する方を〇で囲んでください。 

借用資産（リース資産）がある場合は、貸主（リース業者）の氏名を記入してください。 

１．償却資産申告書（償却資産課税台帳）の書き方 
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２．種類別明細書（減少資産用）の書き方 

〇前年までに申告された資産の全てを出力しています。その中で前年中（令和５年１月

２日から令和６年１月１日まで）において、売却、滅失、他市町村への移動等で減少し

た資産について行番号と取得価額を○で囲み摘要欄にその理由（○○市町村へ移動、

廃棄、除却等）を記入してください。 

また、一部の資産が減少する場合は特に、その内容がわかるよう具体的に減少後の取得

価格・数量等を記入してください。 

※今年初めて申告される方は、記入の必要はありません。 

 

 

 

 

  

減少した資産の行番号、取得価額を

〇で囲んでください。 

耐用年数省令の改正により耐用年数

の変更がある場合、改正後の耐用年

数を記入してください。 

該当する事由、区分の番号を

〇で囲んでください。 

資産の一部が減少した場合は、残数量、残額について記入してください。 

移動した場合は移動先の市町村名等を、売却した場合は売却先等を記入し

てください。 

耐用年数省令の改正により「改正後耐年」欄を記入した場合は、「省令改

正による」と記入してください。 

２．種類別明細書（減少資産用）の書き方 



- 18 - 

３．種類別明細書（増加資産・全資産用）の書き方 

〇前年中（令和５年１月２日から令和６年１月１日まで）において、新たに取得した資産

及び前年前に申告漏れになっていた資産を記入してください。 

※今年初めて申告される方は、令和６年１月１日現在所有している資産を全部記入して

ください。 

 

１種から６種までを記入して

ください。（P.1 参照） 

該当する事由の番号を

〇で囲んでください。 

資産を取得した年月を記入してください。 

年号は次の数字を記入してください。 

昭和－３  平成－４  令和－５ 

圧縮記帳は認められませんので、 

実際の取得価額を記入してください。 

課税標準の特例が適用される資産、非課税資産についてはその適用条項を記入してください。 

移動による受入れがある場合は、移動元を記入してください。 

申告もれの場合は、「申告もれ」と記入してください。 

耐用年数省令の改正により「改正前耐年」欄を記入した場合は、「省令改正あり」と記入してください。 

漢字、ひらがな、カタカナ、アルファ

ベット、数字を使用して２０字以内で

記入してください。 

３．種類別明細書（増加資産・全資産用）の書き方 


